
研
究
ノ
ー
ト続

・
イ
ギ
リ
ス
婚
約
法
に
関
す
る
覚
書
ド佐

　
　
藤
　
　
良
　
　
雄

　
　
　
　
　
　
　
一
　
序
　
　
　
　
　
説

０
　
さ
き
に
筆
者
は
、
本
「
経
済
研
究
」
第
三
十
八
号
一
〇
一
頁
以
下
に
、
「
イ
ギ
リ
ス
婚
約
法
に
関
す
る
覚
書
」
と
題
す
る
つ
た

な
い
研
究
ノ
ー
ト
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
イ
ギ
リ
ス
婚
約
法
に
関
し
て
筆
者
が
従
来
抱
い
て
き
た
問
題
意
識
を
な
に
が
し
か
披

瀝
す
る
と
と
も
に
、
近
時
一
九
七
一
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
、
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
立
法
（
一
九
七
〇
年
法
改
正
〔
雑
規

定
法
〕
L
a
w

R
e
f
o
r
m
f
M
i
s
c
e
l
l
a
n
e
o
u
s

P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
]

A
c
t

1
9
7
0
｡c
3
ど
の
あ
ら
ま
し
と
、
こ
れ
に
関
す
る
筆
者
の
若
干
の
感
想
を

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
さ
い
、
筆
者
が
、
み
ず
か
ら
の
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
挙
げ
た
点
の
第
一
は
、
右
改
正
法
に
よ
っ
て
婚
約
破
棄
訴
訟
が
廃

止
さ
れ
る
ま
で
集
積
さ
れ
て
き
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
婚
約
に
関
す
る
多
く
の
判
例
を
、
事
実
関
係
（
男
女
関
係
）
に
ま
で
わ
た

っ
て
検
討
し
、
従
来
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
婚
約
破
棄
の
訴
に
関
す
る
事
件
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
に
は
、
い
わ
ゆ
る
純

　
　
　
　
続
・
イ
ギ
リ
ス
婚
約
法
に
関
す
る
覚
書
Ｏ
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粋
の
婚
約
と
言
う
べ
き
も
の
か
ら
、
性
関
係
、
同
棲
、
子
の
出
生
を
伴
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
事
実
婚
（
内
縁
）
と
言
う
べ
き
も
の
ま
で

　
（
い
ま
、
あ
え
て
つ
け
加
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
非
婚
と
呼
ん
で
き
た
「
結
婚
的
結
合
と
は
い
え
な
い
男
女
関
係
」
の
如
き
も
の
す
ら
も
）
、
種
々
多

様
な
男
女
関
係
に
関
す
る
事
件
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
（
な
い
し
仮
説
）
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
研
究
課
題
の
第
二
は
、
右
一
九
七
〇
年
法
改
正
（
雑
規
定
）
法
が
、
従
来
の
婚
約
に
関
す
る
判
例
法
を
一
挙
に
葬
り
去
っ
て
、
婚

約
は
契
約
と
し
て
の
効
力
を
持
た
ず
、
そ
の
破
棄
に
つ
い
て
訴
を
起
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
右
改
正
法
の
立
法

経
過
な
い
し
立
法
理
由
を
調
査
し
、
検
討
・
報
告
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
右
の
第
一
の
課
題
（
過
去
の
婚
約
に
関
す
る
判
例
の
後
討
）
に
つ
い
て
は
、
不
敏
に
し
て
、
未
だ
殆
ん
ど
報

告
す
べ
き
材
料
を
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
他
日
を
期
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
右
第
二
の

課
題
（
一
九
七
〇
年
法
改
正
〔
雑
規
定
〕
法
す
な
わ
ち
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
の
立
法
経
過
な
い
し
立
法
理
由
の
調
査
・
検
討
）
に
つ
い
て

は
、
そ
の
後
、
多
少
の
報
告
す
べ
き
材
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
前
稿
に
ひ
き
つ
づ
き
、
主
と
し
て
、
右
第

二
の
課
題
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
筆
者
が
得
た
知
見
を
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
、
次
に
、
「
目
次
」
と
す
る
ま
で
熟
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿
を
含
め
た
続
稿
の
執
筆
予
定
項
目
を
掲
記
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

一
　
序
説

二
　
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
の
前
史
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三
　
法
律
委
員
会
の
活
動
（
以
上
本
稿
）

四
　
「
法
律
委
員
会
報
告
書
」
の
概
要
（
一
）

五
　
「
法
律
委
員
会
報
告
書
」
の
概
要
（
二
）

六
　
国
会
に
お
け
る
審
議
経
過

七
　
補
説

八
　
一
九
七
〇
年
法
改
正
（
雑
規
定
）
法
（
仮
訳
）

九
　
あ
と
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
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に
　
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
も
述
べ
た
如
く
、
本
一
九
七
〇
年
法
改
正
（
雑
規
定
）
法
（
す
な
わ
ち
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
）
の
制
定

は
、
一
九
六
五
年
の
「
婚
姻
事
件
法
（
M
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
c
a
u
s
e
s

A
c
t

1
9
6
5
｡
c

7
2
）
」
に
始
ま
り
、
一
九
六
九
年
の
「
家
族
法
改
正

法
（
F
a
m
i
l
y

L
a
w

R
e
f
o
r
m

A
c
t

1
9
6
9
｡
c

4
6
）
」
お
よ
び
一
九
七
〇
年
の
「
離
婚
法
改
正
法
（
D
i
v
o
r
c
e

R
e
f
o
r
m

A
c
t

1
9
7
0
｡
c

5
5
）
」
に
至
る
、
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
、
制
定
法
に
よ
る
家
族
法
の
め
ざ
ま
し
い
改
正
事
業
（
勿
論
、
こ
の
法
改
正
事
業
は
、
家

族
法
の
分
野
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
）
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
改
正
事
業
が
、
か
の
「
法
律
委
員

会
（
T
r
r
;
c
o
目
色
乱
o
M
）
」
の
精
力
的
な
活
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
、
本
一
九
七
〇
年
法
改
正
（
雑
組
定
）
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
婚
約
破
棄
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
廃
止
へ
の
動
向
は
、
決
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
始
ま

っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
、
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
せ
ん
と
す
る
提
案
が
、
主
と
し
て

下
院
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、
法
案
と
し
て
、
あ
る
い
は
政
府
へ
の
質
疑
と
し
て
、
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
本
改
正
法
は
、
こ
の
一

連
の
動
き
を
、
遂
に
決
定
的
な
ら
し
め
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
改
正
法
の
立
法
経
過
に
つ
い
て
語
る
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
、
国
会
に
お
け
る
婚
約
破
棄
訴
訟
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廃
止
の
動
向
を
あ
と
づ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
数
次
に
わ
た
る
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
の
動
向
を
、
そ
の
法
案

の
細
部
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
、
あ
る
い
は
、
国
会
に
お
け
る
提
案
な
い
し
質
疑
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
筆
者
の
能
力
を
超
え

る
し
、
紙
幅
も
許
さ
な
い
。
そ
の
詳
細
は
、
い
ず
れ
別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
以
下
「
二
　
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立

法
の
前
史
」
に
お
い
て
、
年
次
を
追
っ
て
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
輪
郭
を
、
あ
と
づ
け
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

臼
　
さ
て
、
問
題
の
中
心
は
、
今
次
の
「
一
九
七
〇
年
法
改
正
（
雑
規
定
）
法
」
の
立
法
経
過
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
な

に
よ
り
も
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
「
法
律
委
員
会
」
の
審
議
経
過
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
「
法
律
委
員
会
」
は
、
一
九
六
五
年
法
律
委
員
会
法
」
（
L
a
w
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s

A
c
t
1
9
6
5
｡c
.
2
2
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
が
、

そ
の
年
に
早
速
「
第
一
次
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
作
成
し
大
法
官
に
提
出
し
、
こ
れ
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
「
第
一
次
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
な
か
に
、
す
で
に
婚
約
破
棄
訴
訟
の
廃
止
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
委
員
会
の
審
議
経
過

は
、
各
年
度
の
「
年
次
報
告
書
（
A
n
n
u
a
l

R
e
p
o
r
t
）
　
」
に
よ
っ
て
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
委
員

会
は
、
し
ば
ら
く
結
論
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
一
九
六
九
年
八
月
二
五
日
に
最
終
的
な
結
論
に
達
し
、
勧
告

と
改
正
法
草
案
を
含
む
報
告
書
を
、
大
法
官
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
以
下
「
三
　
法
律
委
員
会
の
活
動
」
に
お

い
て
、
主
と
し
て
、
右
「
年
次
報
告
書
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
法
律
委
員
会
の
審
議
の
経
過
を
あ
と
づ
け
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。
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紳
　
前
項
に
述
べ
た
如
く
、
法
律
委
員
会
は
、
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
、
一
九
六
九
年
八
月
二
五
日
に
、

最
終
的
な
結
論
に
達
し
、
「
勧
告
（
回
･
o
日
日
g
i
t
‘
o
n
昌
）
と
「
法
改
正
（
婚
約
破
棄
）
法
草
案
（
ﾛ
ﾛ
{
t
L
a
w

R
e
f
o
r
m

[
B
r
e
a
c
h

o
f
P
r
o
m
i
s
e
]
回
}
）
」
を
含
む
「
法
律
委
員
会
報
告
書
、
第
二
六
号
、
婚
約
の
破
棄
（
T
h
e

L
a
w
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
[
に
w
c
o
m
.

N
o
.

2
6
]
｡

B
r
e
a
c
h
o
f

P
r
o
m
i
s
e

o
f

M
a
r
r
i
a
g
e
｡
1
4
t
h

O
c
t
o
h
e
r
1
9
6
9
｡
L
o
n
d
o
n
｡
H
.

M
-
S
.
0
･
）
」
を
大
法
官
に
提
出
し
た
。

　
い
ま
、
右
報
告
書
の
内
容
目
次
を
仮
に
訳
し
て
掲
げ
て
み
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
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目
　
次

Ａ
　
序
文

Ｂ
　
婚
約
の
解
消
に
関
す
る
現
在
の
救
済
方
法

　
㈲
　
損
害
賠
償
の
訴

　
㈲
　
贈
物
と
財
産
の
回
復

Ｃ
　
婚
約
破
棄
訴
訟
の
特
殊
な
場
合

　
;
§
　
　
　
　
s
h
a
w
対
訃
Q
W
事
件

　
㈲
　
妊
娠
に
対
す
る
補
償

Ｄ
　
本
訴
訟
の
廃
止
に
対
す
る
従
来
の
動
向

Ｅ
　
改
正
に
関
す
る
最
近
の
諸
提
案

Ｆ
　
諸
提
案
の
比
較

　
田
　
何
ら
の
新
し
い
救
済
方
法
も
伴
わ
な
い
契
約
訴
訟
の
廃
止

　
印
　
損
害
賠
償
に
対
す
る
制
限
さ
れ
た
権
利
を
伴
う
本
訴
訟
の
維
持

　
り
　
函
　
利
益
と
損
失
の
調
整
の
た
め
の
訴
訟
手
続
に
よ
る
代
置

　
Ｘ

　
巾
ヽ
損
失
の
調
整
の
た
め
の
訴
訟
手
続
に
よ
る
代
置

　
幻
　
財
産
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
訴
訟
手
続
に
よ
る
代
置

Ｇ
　
勧
告

Ｈ
　
副
次
的
諸
問
題
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ｇ
　
　
　
s
h
a
w
対
防
Q
S
事
件
の
問
題

　
㈲
　
裁
判
管
轄

　
㈹
　
訴
訟
救
助

Ｉ
　
勧
告
の
要
約

付
録
　
Ａ
　
註
釈
付
法
改
正
（
婚
約
破
棄
）
法
草
案

付
録
　
Ｂ
　
諮
問
機
関

付
録
　
Ｃ
　
北
米
合
衆
国
及
び
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
婚
約
破
棄
に
関
す
る
法
律

付
録
　
Ｄ
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
雑
訴
訟
に
関
す
る
不
法
行
為
及
び
一
般
法
改
正
委
員
会
の
報
告
書
ｌ
婚
約
破
棄
に
関
す
る
抜
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
「
法
律
委
員
会
報
告
書
、
第
二
六
号
、
婚
約
の
破
棄
」
に
は
、
本
文
（
一
九
頁
）
と
し
て
、
序
文

（
Ａ
）
か
ら
、
婚
約
破
棄
訴
訟
に
関
す
る
現
状
の
要
約
（
Ｂ
、
Ｃ
）
、
お
よ
び
本
訴
訟
の
廃
止
に
関
す
る
従
来
の
動
向
（
Ｄ
）
、
並
び
に
本

訴
訟
の
廃
止
に
関
す
る
諸
提
案
の
紹
介
と
そ
れ
ら
の
比
較
（
Ｅ
、
Ｆ
）
に
及
ぶ
詳
細
な
解
説
が
付
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
委
員
会

の
勧
告
（
Ｇ
）
と
そ
れ
に
伴
な
う
問
題
点
（
Ｈ
）
が
述
べ
ら
れ
、
最
後
に
勧
告
の
内
容
が
要
約
さ
れ
て
い
る
（
Ｉ
）
。
さ
ら
に
、
付
録

（
一
六
頁
）
と
し
て
、
委
員
会
が
作
成
し
た
改
正
法
草
案
に
註
釈
を
付
し
た
も
の
（
付
録
Ａ
）
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
法
律
委
員
会
の
諮

問
を
う
け
た
組
織
な
い
し
団
体
名
（
付
録
Ｂ
）
、
ま
た
、
北
米
合
衆
国
及
び
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
婚
約
破
棄
に
関
す
る
法
律
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の
概
観
（
付
録
ｃ
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
雑
訴
訟
に
関
す
る
不
法
行
為
及
び
一
般
法
改
正
委
員
会
の
報
告
書

」
か
ら
婚

約
破
棄
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋
し
た
も
の
（
付
録
Ｄ
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
報
告
書
の
内
容
の
う
ち
、
法
律
委
員
会
の
「
勧
告
」
お
よ
び
そ
の
作
成
し
た
改
正
法
草
案
が
も
っ
と

も
重
要
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
、
右
改
正
法
草
案
に
付
さ
れ
て
い
る
註
釈
（
i
i
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y

N
o
t
e
s
）
　
も
、
委
員
会
の
考
え
方
な
い
し
立
法
趣
旨
を
知
る
う
え

で
見
逃
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
ほ
か
の
部
分
も
、
従
来
の
婚
約
破
棄
訴
訟
の
含
む
問
題
点
お
よ
び
こ
れ
を
改
廃
す
べ
き
契
機
を
知
ら
し
め
、

ま
た

改
正
法
草
案
作
成
に
至
る
論
議
の
内
容
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
改
正
法
案
の
含
む
問
題
点
を
教
え
る
も
の
と
し
て
、

各
々
に
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
ら
を
全
文
逐
語
的
に
訳
出
し
紹
介
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
誌
面
を
費
し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が

っ
て
、
全
文
の
翻
訳
、
紹
介
は
、
別
途
に
お
こ
な
う
こ
と
と
し
、
さ
し
あ
た
り
本
橋
で
は
、
若
干
の
註
釈
な
い
し
感
想
を

も
混
え
な

が
ら
、
続
稿
に
お
い
て
、
右
「
報
告
書
」
の
各
項
に
つ
き
、
お
お
よ
そ
の
内
容
を
、
要
約
・
紹
介
す
る
に
止
め
よ

う
。
続
稿
に
お
け

る
、
「
四
　
『
法
律
委
員
会
報
告
書
』
の
概
要
（
一
）
」
と
、
「
五
　
『
法
律
委
員
会
報
告
書

』
の
概
要
（
ニ
）
」
が
、
こ
れ
に
あ
て
ら

れ
る
予
定
で
あ
る
。

㈲
　
右
「
報
告
書
・
第
二
六
号
」
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
「
法
改
正
（
婚
約
破
棄
）
法
草
案

」
〔
U
r
a
t
t

L
a
w

K
e
f
o
r
m

T
B
r
e
a
c
h

o
f

汐
o
白
F
〕
回
忌
｣
は
、
「
法
改
正
（
雑
規
定
）
法
案
(

^
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
.
i
v
/
i
i
i
.
A

L
｡
i
v
x
i
o
(
^
c
i
i
a
i
i
c
u
u
sJ
r
x
u
v
i
S
l
O
n
S
J

J
D
l
l
i
　
　
　
Ｌ
Ｊ
Ｄ
ｌ
ｌ
ｉ
　
６
ｂ
Ｊ
）
　
　
　
」
と
名
称
を
変

え
て
、
下
院
（
庶
民
院
）
に
提
出
さ
れ
、
第
一
読
会
の
の
ち
、
第
二
読
会
に
お
い
て
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
右
委
員
会
に
お

い
て
若
干
の
修
正
が
な
さ
れ
、
そ
の
報
告
に
さ
い
し
て
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
修
正
意
見
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
部
を
採
択
し
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て
第
三
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
結
局
、
法
案
は
下
院
に
お
い
て
修
正
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
が
上
院
（
貴
族
院
）
に
送
付
さ
れ
、
第
一

読
会
の
の
ち
、
第
二
読
会
に
お
い
て
、
全
院
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
当
委
員
会
で
は
と
く
に
修
正
は
な
く
、
そ
の
旨
議
会
に
報
告

さ
れ
、
第
三
読
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
。

　
右
の
国
会
に
お
け
る
本
改
正
法
の
審
議
の
内
容
は
、
の
ち
に
続
稿
で
、
「
六
　
国
会
に
お
け
る
審
議
経
過
」
と
題
し
て
、
比
較
的

詳
し
く
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
経
過
の
大
要
だ
け
を
、
日
付
を
追
っ
て
掲
記
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

0
0
　
一
九
六
九
年
八
月
二
五
目

　
法
律
委
員
会
は
、
「
法
律
委
員
会
報
告
書
・
第
二
六
号
・
婚
約
の
破
棄
」
を
、
大
法
官
（
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
卿
）
に
提
出
し
た
。

②
　
一
九
六
九
年
一
〇
月
一
四
目

　
右
「
報
告
書
」
が
、
下
院
に
提
出
さ
れ
た
。

㈲
　
一
九
六
九
年
一
一
月
二
六
日
（
下
院
）

　
D
a
v
i
d

E
n
s
o
r
　
ほ
か
四
名
か
ら
、
法
案
[
L
a
w

R
e
f
o
r
m

C
M
i
s
c
e
l
l
a
n
e
o
u
sP
r
o
v
i
s
i
o
n
s
]B
i
l
l
{
M
}
こ
J
〕
)
が
下
院
に
提
出
さ
れ
、

－109－



第
一
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

㈲
　
一
九
六
九
年
一
二
月
五
日
（
下
院
）

　
図
ﾛ
卯
○
り
　
か
ら
若
干
の
説
明
か
お
こ
な
わ
れ
、
討
論
の
の
ち
、
第
二
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
法
案
は
、
常
任
委
員
会
（
S
t
a
n
d
i
n
g

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

C
o
m
m
i
t
t
e
e
）
に
付
託
さ
れ
た
。

㈲
　
一
九
七
〇
年
四
月
一
〇
日
（
下
院
）

　
右
委
員
会
の
修
正
意
見
の
報
告
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
さ
い
し
て
、
さ
ら
に
二
、
三
の
修
正
意
見
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
一
部
を

採
択
し
て
第
三
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
J
u
l
i
u
s

S
i
l
v
e
r
m
a
n
か
ら
各
条
項
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
か
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。

㈲
　
一
九
七
〇
年
四
月
一
四
日
（
上
院
）

　
下
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
法
案
に
つ
い
て
、
第
一
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

∽
　
一
九
七
〇
年
四
月
二
八
日
（
上
院
）

　
L
o
r
d

S
t
o
wH
i
l
l
か
ら
法
案
の
説
明
か
お
り
、
若
干
の
討
論
の
の
ち
、
第
二
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
法
案
は
、
全
院
委
員
会

　
（
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
ft
h
eW
o
l
eH
o
u
s
e
）
に
付
託
さ
れ
た
。
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㈲
　
一
九
七
〇
年
五
月
一
四
日
（
上
院
）

　
上
院
の
全
院
委
員
会
が
開
か
れ
た
が
、
L
o
r
d

S
t
o
wH
i
l
l
が
意
見
を
述
べ
た
の
み
で
、
と
く
に
修
正
意
見
も
な
く
、
た
だ
ち
に

本
会
議
が
開
か
れ
、
法
案
は
無
修
正
の
ま
ま
報
告
さ
れ
、
報
告
が
受
理
さ
れ
た
。

㈲
　
一
九
七
〇
五
月
一
九
日
（
上
院
）

　
第
三
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
討
論
な
く
可
決
さ
れ
た
。

�
　
一
九
七
〇
年
五
月
二
九
日

　
法
案
は
裁
可
さ
れ
た
。
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二
　
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
の
前
史

　
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
へ
の
動
き
は
、
主
と
し
て
下
院
に
お
い
て
、
す
で
に
、
一
八
七
八
年
当
時
か
ら
、
非
常
に
し
ば
し
ば
み

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
過
程
を
、
い
ま
詳
細
に
た
ど
る
余
裕
は
な
く
、
別
稿
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
次
に
、
年
次
を
追
っ
て
、

概
略
だ
け
で
も
記
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
次
法
律
委
員
会
の
第
一
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
に
、
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
の
件

が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
も
、
肯
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

田
　
一
八
七
八
年
一
月
二
一
日
（
下
院
）

　
H
e
r
s
c
h
e
l
l
｡

R
o
d
w
e
l
l
｡

R
y
d
e
r
に
よ
っ
て
「
婚
約
破
棄
法
案
（
B
r
e
a
c
h

o
f

P
r
o
m
i
s
e

o
f

M
a
r
r
i
a
g
e

B
i
l
l
[
B
i
l
l8
0
1
]
」
が
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

出
さ
れ
た
。
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
同
日
第
一
読
会
を
お
こ
な
っ
た
が
、
の
ち
、
同
年
七
月
一
六
日

に
撤
回
さ
れ
た
。

㈲
　
一
八
七
九
年
五
月
六
日
（
下
院
）

　
再
び
こ
の
と
き
、
　
H
e
r
s
c
h
e
l
l
は
、
「
婚
約
破
棄
訴
訟
は
、
婚
約
に
よ
っ
て
、
現
実
の
金
銭
的
損
失
（
a
c
t
u
a
l

p
e
c
u
n
i
a
r
yl
o
s
s
）

が
生
じ
た
場
合
以
外
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
損
害
賠
償
額
は
そ
の
金
銭
的
損
失
に
限
ら
れ
る
」
旨
の
決
議
を
お
こ
な
り
よ
う

に
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
S
i
r

E
a
d
l
e
y

W
i
l
m
o
t
の
、
婚
約
の
破
棄
に
よ
り
蒙
っ
た
被
害
は
、
金
銭
的
損
失
の
み
を
基

準
と
し
て
は
か
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
決
議
案
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
う
な
方
法
で
こ
の
訴
訟
を
制
約
す
る
の
は
、
き
わ
め
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て
好
ま
し
く
な
い
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
両
者
の
陳
述
は
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
他
の
議
員
（
ど
I
〇
r
g
a
n

に
o
y
u
｡

r
o
r
s
y
i
n
｡

K
o
a
w
e
u
｡

≫
^
o
i
e
｡

:
5
t
a
v
e
i
e
y

J
r
l
i
i
i
｡
U
r
a
n
t
h
a
m
｡

I
S
i
r

H
e
n
r
y

J
a
m
e
s
｡

C
o
l
o
n
e
l

M
a
k
i
n
s
)
や
S
o
l
i
c
i
t
o
r

G
e
n
-

e
r
a
!
　
（
法
務
次
長
）
な
ど
も
意
見
を
述
べ
た
。
そ
の
紹
介
は
残
念
な
が
ら
別
稿
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
結
局
、
表
決
の
結

果
、
賛
成
一
〇
六
、
反
対
六
五
で
’
　
H
e
r
s
c
h
e
l
l
の
提
案
通
り
決
議
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
案
は
こ
の
会
期
中
に
は
提
出
さ
れ
な
か

　
　
　
　
　
（
４
）

っ
た
の
で
あ
る
。

㈲
　
一
八
八
〇
年
五
月
二
一
日
（
下
院
）

　
こ
の
と
き
、
か
っ
て
婚
約
破
棄
訴
訟
の
廃
止
法
案
を
提
出
し
、
し
か
も
前
年
本
訴
訟
を
制
限
す
る
決
議
案
を
提
出
し
通
過
さ
せ
た

S
i
r

F
a
r
r
e
r

H
e
r
s
c
h
e
l
l
が
S
o
l
i
c
i
t
o
r

G
e
n
e
r
a
l
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
C
o
l
o
n
e
l

M
a
k
i
n
s
が
、
本
訴
訟
廃
止

法
案
を
提
出
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
　
H
e
r
s
c
h
e
l
l
は
、
そ
の
つ
も
り
は
な
い
旨
を
答
え
て
い

私

印
　
一
八
八
三
年
二
月
一
六
目
（
下
院
）

　
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
旨
の
法
案
（
B
r
e
a
c
h

o
t

P
r
o
m
i
s
e

o
f

M
a
r
r
i
a
g
e

B
i
l
l

[
B
i
l
l

2
8
1
]
が
、
C
a
i
n
e
｡

B
r
y
c
e
｡

B
u
c
h
a
n
-

a
n
｡

C
o
l
o
n
e
l

M
a
k
i
n
s
｡

M
e
l
d
o
n
か
ら
提
出
さ
れ
、
第
一
読
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
第
二
読
会
は
お
こ
な
わ
れ
ず
に

　
　
（
７
）

終
っ
た
。

㈲
　
一
八
八
四
年
二
月
一
三
日
（
下
院
）

－114－



　
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
法
案
（
B
r
e
a
c
h

o
f

P
r
o
m
i
s
e

o
f

M
a
r
r
i
a
g
e
B
i
l
l
C
B
i
l
l1
0
1
]
）
が
、
C
o
l
o
n
e
l

M
a
k
i
n
s
｡

B
r
y
c
e
｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

C
a
i
n
e
｡

M
e
l
d
o
n
か
ら
提
出
さ
れ
、
第
一
読
会
を
お
こ
な
っ
た
が
、
第
二
読
会
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

㈲
　
一
ハ
ハ
八
年
二
月
一
六
日
（
下
院
）

　
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
法
案
（
B
r
e
a
c
h

o
f

P
r
o
m
i
s
e

o
f

M
a
r
r
i
a
g
e
B
i
l
l
[
B
i
l
l
1
2
8
]
)
が
、
S
i
r

R
o
p
e
r

L
e
t
h
b
r
i
d
g
e
｡

B
r
y
c
e
｡

C
a
i
n
e
｡

C
o
m
m
i
n
s
｡

C
o
l
o
n
e
l

M
a
k
i
n
s
か
ら
提
出
さ
れ
、
第
一
読
会
を
お
こ
な
っ
た
が
、
第
二
読
会
は
お
こ
な
わ
れ

な
か
っ
た
。

㈲
　
一
八
九
〇
年
一
一
月
二
六
日
（
下
院
）

　
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
法
案
（
B
r
e
a
c
h

o
f

P
r
o
m
i
s
e

o
f

M
a
r
r
i
a
g
e

B
i
l
l
〔
回
こ
ご
〕
が
、
S
i
r

R
o
p
e
r

L
e
t
h
b
r
i
d
g
e
｡

L
o
c
k
w
o
o
d
｡

B
r
y
c
e
｡

C
o
m
m
i
n
s
｡

C
o
l
o
n
e
l

M
a
k
i
n
s
か
ら
提
出
さ
れ
、
第
一
読
会
を
お
こ
な
っ
た
が
、
第
二
読
会
は
お
こ
な

わ
れ
な
か
っ
た
。

㈲
　
一
九
五
五
年
二
月
七
日
（
下
院
）

　
b
o
t
t
o
m
i
e
y
が
、

A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
（
法
務
長
官
）
に
対
し
、
原
告
が
実
質
的
な
損
害
を
証
明
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
よ
う

に
、
婚
約
破
棄
に
関
す
る
現
行
法
を
改
め
る
つ
も
り
は
な
い
か
と
質
問
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
　
　
A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
は
、
そ
の
示

唆
を
支
持
す
る
人
々
の
存
在
は
み
と
め
ら
れ
る
が
、
法
改
正
の
一
般
的
な
要
求
の
充
分
な
証
左
が
存
在
す
る
と
は
い
ま
の
と
こ
ろ
認
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め
ら
れ
な
い
と
答
え
た
。

㈲
　
一
九
六
〇
年
四
月
一
二
日
（
下
院
）

　
L
i
p
t
o
n
が
A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
に
対
し
、
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
法
案
を
提
出
す
る
考
え
は
な
い
か
と
質
問
し
、

A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
L
i
p
t
o
n
は
、
さ
ら
に
、
多
く
の
人
々
が
そ
の
廃
止
を
欲
し
て
い
る
旨
を
述
べ
た

が
A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
は
、
本
訴
訟
の
廃
止
の
一
般
的
要
求
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
旨
を
答
え
て
い
る
。
な
お
、
ひ
き
つ
づ

き
　
S
i
l
v
e
r
m
a
n
（
の
ち
に
一
九
七
〇
年
法
改
正
〔
雑
規
定
〕
法
の
国
会
に
お
け
る
審
議
で
活
躍
す
る
）
も
、
若
千
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

�
　
一
九
六
二
年
一
一
月
八
日
（
下
院
）

　
再
び
L
i
p
t
o
n
が
A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
に
対
し
、
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
立
法
を
お
こ
な
う
考
え
は
な
い
か
を
質
問
し
、

A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
両
者
及
び
他
の
議
員
（
M
i
s
s

B
a
c
o
昌
の
あ
い
だ
で
、
若
干
の
討
論
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。

�
　
一
九
六
四
年
一
二
月
二
三
日
（
下
院
）

　
こ
こ
で
も
さ
ら
に
、
L
i
p
t
o
n
が
、
こ
の
た
び
は
t
h
e

M
i
n
i
s
t
e
r
w
i
t
h
o
u
t
P
o
r
t
f
o
l
i
o
（
無
任
所
大
臣
、
具
体
的
に
は
、
∽
g

E
r
i
c
F
l
e
t
c
h
e
r
）
に
対
し
て
、
婚
約
破
棄
訴
訟
の
廃
止
立
法
を
お
こ
な
う
考
え
が
な
い
か
を
た
だ
し
、
S
i
r

E
r
i
c
F
l
e
t
c
h
e
r
は
、
こ

れ
を
否
定
し
た
。
そ
の
あ
と
、
他
の
議
員
も
混
え
て
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
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以
上
、
法
律
委
員
会
発
足
（
一
九
六
五
年
）
ま
で
の
、
国
会
に
お
け
る
、
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
に
関
す
る
動
向
を
、
ご
く
簡

単
に
素
描
し
て
み
た
。
そ
れ
は
、
文
字
通
り
の
素
描
で
あ
っ
て
、
提
出
さ
れ
た
法
案
な
い
し
決
議
、
国
会
で
交
わ
さ
れ
た
論
議
の
具

体
的
内
容
に
は
、
全
く
立
入
っ
て
い
な
い
。
か
よ
う
な
過
去
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
資
料
的
制
約
も
大
き
い
が
、
現
に
手
に
し
て
い

る
諸
資
料
を
も
、
ほ
と
ん
ど
検
討
・
紹
介
す
る
こ
と
な
く
、
本
項
「
前
史
」
を
終
る
の
は
、
ま
こ
と
に
心
残
り
な
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
こ
こ
で
深
入
り
す
る
こ
と
は
、
本
題
た
る
一
九
七
〇
年
改
正
法
の
立
法
経
過
の
紹
介
を
さ
ま
た
げ
る
お
そ
れ
か
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
前
史
」
は
こ
の
程
度
に
と
ど
め
、
諸
資
料
の
収
集
を
待
っ
て
、
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
後
日
の

再
説
を
期
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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三
　
法
律
委
員
会
の
活
動

○
　
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
に
関
す
る
法
律
委
員
会
の
活
動
は
、
一
九
六
五
年
に
提
出
さ
れ
た
「
法
律
委
員
会
第
一
次
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
な
か
で
、
す
で
に
日
程
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
婚
約
破
棄
訴
訟
は
、
も
は
や
妥
当
で
は
な
い
社
会
的
仮
説
に
も
と
づ

く
か
、
古
風
な
訴
訟
手
続
を
含
む
と
思
わ
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
に
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
委
員
会
は
、
本
訴
訟
を
審
理
の
要
あ
り
と
し
、
以
後
一
九
六
九
年
に
改
正
法
草
案
の
成
案
を
う
る
ま
で
、
審
議
を
重
ね
て
き
た
。

そ
の
審
議
の
経
過
は
、
各
年
度
の
「
年
次
報
告
書
（
A
n
n
u
a
l

R
e
p
o
r
t
）
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
各
年
次
報
告
書
に
よ
っ
て
、
審
議
の
進
行
状
況
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

徊
　
一
九
六
五
年
な
い
し
一
九
六
六
年
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い
わ
ゆ
る
「
法
律
委
員
会
法
」
が
、
一
九
六
五
年
六
月
一
五
日
に
裁
可
さ
れ
る
と
、
翌
六
月
一
六
日
に
、
大
法
官
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー

卿
（
T
h
e

L
o
r
d
G
旨
d
F
a
）
に
よ
っ
て
、
本
委
員
会
の
ス
カ
ー
マ
ン
判
事
を
委
員
長
と
す
る
五
名
の
委
員
が
任
命
さ
れ
、
委
員
会
の

活
動
が
始
ま
っ
た
。
改
正
意
見
を
付
し
た
一
七
の
審
査
事
項
を
含
む
「
法
律
委
員
会
第
一
次
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
、
七
月
一
九
日
に
大

法
官
に
対
し
て
提
出
さ
れ
、
右
「
第
一
次
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
九
月
二
〇
日
、
若
干
の
修
正
の
後
に
、
大
法
官
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、

一
〇
月
二
七
日
、
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
七
月
七
日
に
、
大
法
官
は
、
委
員
会
に
対
し
て
、
整
理
と
法
改
正
の
包
括
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
a

c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e

o
f

c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
a
n
d

s
t
a
t
u
t
el
a
w

r
e
v
i
s
i
o
n
）
を
準
備
す
る
よ
う
に
求
め
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し

て
、
右
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
一
一
月
一
七
日
に
大
法
官
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
「
整
理
と
法
改
正
の
包
括
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
一
九

六
六
年
一
月
一
四
日
に
、
大
法
官
の
承
認
を
受
け
、
さ
ら
に
同
年
一
月
二
六
日
に
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
六
年
六

月
ま
で
の
本
委
員
会
の
活
動
経
過
は
、
「
法
律
委
員
会
、
第
一
年
次
報
告
書
、
一
九
六
五
年
ー
一
九
六
六
年
」
に
詳
し
い
。
他
の

諸
事
項
に
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
婚
約
破
棄
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
に
は
、
と
く
に
み
る
べ
き
成
果
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
右
報
告
書
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
我
々
は
、
法
律
団
体
お
よ
び
民
間
団
体
に
対
し
て
、
婚
約
破
棄
訴

訟
を
廃
止
す
る
問
題
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
こ
の
問
題
お
よ
び
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
極
く
近
く
、
提

案
を
提
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
「
法
律
委
員
会
報
告
書
・
第
二
六
号
・
婚
約
の
破
棄
」
に
よ
る
と
、

す
で
に
、
一
九
六
六
年
二
月
に
、
委
員
会
は
、
婚
約
破
棄
訴
訟
の
端
的
な
廃
止
の
た
め
の
仮
提
案
を
配
布
し
て
い
る
。
ま
た
右
「
報

告
書
・
第
二
六
号
」
に
よ
る
と
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
た
団
体
は
、
一
七
団
体
に
及
ぶ
。
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目
　
一
九
六
六
年
な
い
し
一
九
六
七
年

　
こ
の
間
に
は
、
婚
約
破
棄
訴
訟
の
廃
止
に
関
し
て
、
委
員
会
は
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
「
法
律
委
員
会
、
第
二
年
次
報

告
書
、
一
九
六
六
年
ｌ
一
九
六
七
年
」
は
、
そ
の
事
情
を
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
委
員
会
は
、
こ
の
訴
訟

の
社
会
的
に
望
ま
し
く
な
い
要
素
を
除
去
す
る
一
方
、
意
図
さ
れ
た
婚
姻
が
成
立
し
な
か
っ
た
た
め
に
経
済
的
な
損
失
を
蒙
っ
た
男

又
は
女
の
主
張
に
応
え
る
よ
う
な
方
途
を
講
ず
る
こ
と
な
く
こ
の
訴
訟
の
廃
止
を
勧
告
す
る
の
は
正
当
で
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
委
員
会
は
、
婚
約
が
解
消
し
た
が
、
婚
約
中
に
、
婚
約
の
成
立
を
予
期
し
て
献
身
を
受
け
あ
る
い
は
財
産

を
取
得
し
た
当
事
者
の
間
の
財
産
分
配
に
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

帥
　
一
九
六
七
年
な
い
し
一
九
六
八
年

　
こ
の
間
に
も
、
婚
約
破
棄
訴
訟
廃
止
立
法
に
つ
い
て
、
委
員
会
は
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
前
記
「
第
二
年
次
報
告

書
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
委
員
会
は
、
成
立
に
至
ら
な
か
っ
た
婚
姻
か
ら
生
じ
た
経
済
的
損
失
お
よ
び
右
婚
姻
の
期
待
に

よ
っ
て
損
失
を
受
け
た
財
産
権
を
補
償
す
べ
ぎ
方
途
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
現
在
の
婚
約
破
棄
訴
訟
を
廃
止
す
る
の
は
正
当
で
な
い

と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
法
律
的
あ
る
い
は
民
間
の
諸
団
体
に
諮
問
を
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
は
前
記
の
如
く
で
あ
る
が
、
「
法
律
委

員
会
、
第
三
年
次
報
告
書
、
一
九
六
七
年
―
一
九
六
八
年
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
諮
問
機
関
の
間
に
、
右
の
目
的
を
達
成
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
べ
き
方
策
に
関
し
て
、
重
大
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
は
、

金
銭
的
損
失
に
限
定
し
て
現
在
の
訴
訟
を
維
持
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
は
、
現
在
の
訴
訟
を
廃
止
し
て
、
裁

判
所
が
、
解
消
し
た
婚
約
か
ら
生
じ
た
損
失
お
よ
び
利
益
を
調
整
す
る
広
い
裁
量
権
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
手
続
の
途
を
支
持
す
る
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も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
諮
問
機
関
に
よ
る
提
案
の
要
旨
と
そ
の
比
較
は
、
「
報
告
書
・
第
二
六
号
」
に
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
本
報

告
書
目
次
中
の
、
「
Ｅ
　
改
正
に
対
す
る
最
近
の
提
案
」
お
よ
び
「
Ｆ
　
諸
提
案
の
比
較
」
の
項
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本

稿
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
か
な
り
詳
細
に
、
項
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
機
会
が
あ
ろ
う
。

　
た
だ
こ
こ
で
、
極
く
概
括
的
に
述
べ
て
お
く
と
、
一
般
の
民
間
諸
団
体
は
、
こ
の
訴
訟
の
廃
止
を
支
持
す
る
傾
向
が
強
く
、
法
律

専
門
家
の
団
体
は
、
こ
の
訴
訟
に
批
判
的
で
は
あ
る
が
、
何
ら
か
の
救
済
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し

そ
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
本
委
員
会
も
、
こ
の
段
階
で
は
、
婚
約
の
解
消
か
ら
生
ず
る
損

害
に
対
す
る
、
何
ら
か
の
救
済
策
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
を
採
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

㈲
　
一
九
六
八
年
な
い
し
一
九
六
九
年

　
一
九
六
九
年
八
月
二
五
日
、
法
律
委
員
会
は
、
最
終
的
な
結
論
に
達
し
、
「
法
律
委
員
会
報
告
書
・
第
二
六
号
・
婚
約
の
破
棄
」

を
、
大
法
官
に
提
出
し
た
。

　
な
お
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
二
七
日
に
作
成
・
提
出
さ
れ
、
同
年
一
二
月
三
日
に
刊
行
さ
れ
た
「
法
律
委
員
会
、
第
四
年
次
報
告

書
、
一
九
六
八
年
―
一
九
六
九
年
」
は
、
「
我
々
は
、
婚
約
破
棄
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ま
や
最
終
的
な
結
論
に
到
達
し
、
我
々

の
報
告
書
を
、
極
く
近
く
提
出
で
き
る
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
、
右
「
報
告
書
・
第
二
六
号
」
が
、
八
月
二
五
日
に
提
出
さ
れ
、

一
〇
月
一
四
日
に
刊
行
さ
れ
た
旨
を
註
記
し
て
い
る
。
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